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津市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２３年８月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸    

津市規則第３８号 

津市契約規則の一部を改正する規則 

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１項第１号中「物件の売買、修理及び修繕工事等の契約を締結す 

る場合において、」を削る。 

 第１２条第１項中「１００分の８５」を「１００分の９０」に改める。 

第２４条第３項第１号中「請負」の次に「及び施設修繕」を加える。 

第４９条第１項第４号中「第９６条の３」を「第９６条の６」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２３年９月１日から施行する。ただし、第４９条第１項

第４号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第１２条第１項の規定は、平成２３年９月１日以後に公告を行う

建設工事等の最低制限価格について適用し、同日前に公告を行った建設工事

等の最低制限価格については、なお従前の例による。 



津市建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２３年８月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３９号 

津市建設工事執行規則の一部を改正する規則 

 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）の一部を次のように 

改正する。 

 第５２条第１項第４号中「第９６条の３」を「第９６条の６」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市告示第１９９号

 平成２３年度津市一般廃棄物処理実施計画を定めたので、津市一般廃棄物の

減量及び処理等に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第１

項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成２３年８月１６日

                      津市長 前 葉 泰 幸  



平成２３年度 津市一般廃棄物処理実施計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例の規定に基づく、津市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。

１ 計画期間

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

２ 計画区域

津市全域

３ 排出量の見込み         〔ごみ（ｔ）、し尿・浄化槽汚泥（ｋｌ）〕

家庭系ごみ
事業系

ごみ ごみ計 し尿
浄化槽

汚泥
可燃 不燃 資源 可燃

23年度計画 50,538 7,465 13,103 26,014 97,120 27,000 56,000

22 年度実績 51,647 7,733 12,881 27,493 99,754 32,466 56,707

４ 排出の抑制

（１）市民の役割

市民の役割としては、自らがごみの排出者であることの自覚を持ち、ごみを

減らし、ごみを出さない工夫を行うことが求められる。

（２）事業者の役割

事業者の役割としては、ごみの発生抑制・減量化に努め、事業活動に伴って

生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが求められる。また、

再生しやすい商品の開発や販売を行うとともに、積極的な資源回収への協力を

行うことが求められる。

（３）行政の役割

行政の役割としては、ごみ「ゼロ」社会に向けた行動を率先して行うととも

に、市内における循環型社会の形成を推進するために必要な施策の展開、啓発

等を行うことが求められる。

（４）市民・事業者・行政の協働取組



市民（ＮＰＯ法人等の各種団体を含む）・事業者・行政の３者が一体となって

相互に協力・連携を図ることにより、ごみゼロ社会に向けて３Ｒを推進する。 

５ 分別の区分と処理方法

分別区分 処理方法
処理施設等

一次処理 二次処理

燃やせるごみ 焼却

西部クリーンセンター

民間事業者によ

る資源化
クリーンセンターおおたか

河芸美化センター

燃やせないごみ 埋立 白銀環境清掃センター

―

蛍光管・乾電池 リサイクル 処理委託

新聞

リサイクル 売却

雑誌

ダンボール

飲料用紙パック

衣類・布類

ペットボトル

圧縮・梱包

白銀環境清掃センター

指定法人へ引渡
容器包装

プラスチック

その他

プラスチック
埋立 ―

金属 破砕・選別 売却

びん 選別 指定法人へ引渡



６ 排出方法と収集回数

ごみの分別区分 ごみの出し方 収集回数 収集運搬主体

燃やせるごみ 透明または半透明の袋 週２回 市・委託業者

燃やせないごみ

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 市・委託業者

蛍光管・乾電池

（蛍光管）蛍光管が入っ

ていた箱等

（乾電池）透明または半

透明の袋

月１回 委託業者

容器包装

プラスチック
透明または半透明の袋 週１回 委託業者

その他

プラスチック
透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 委託業者

金属 月２回 市・委託業者

新聞

品目別に束ねて、ひもで

十文字に縛る

月１回 委託業者

雑誌 月１回 委託業者

ダンボール 月１回 委託業者

飲料用紙パック 月１回 委託業者

衣類・布類

透明または半透明の袋

月１回 委託業者

ペットボトル 月１回 委託業者

びん 月１回 市・委託業者

※事業系一般廃棄物については、家庭系ごみに準じて分別し、事業者自らまた

は許可業者により収集運搬を行う。



７ エコステーション

  資源のリサイクルを図るため「エコステーション」を設置する。

施設名 搬入可能品目 搬入可能日時

西部クリーンセンター

新聞、雑誌、ダンボー

ル、衣類・布類、飲料

用紙パック、ペットボ

トル

月曜日～金曜日

第１・３日曜

（祝日、12/31～1/3 を除く）

午前９時～正午、

午後１時～午後４時

河芸美化センター

新聞、雑誌、ダンボー

ル、飲料用紙パック、

月曜日～金曜日

（祝日、12/29～1/3 を除く）

午前８時３０分～正午、

午後１時～午後４時３０分

明神リサイクル

ストックヤード

容器包装プラスチッ

ク、新聞、雑誌、ダン

ボール、衣類・布類、

飲料用紙パック、ペッ

トボトル、びん

水曜日、土曜日、日曜日

（12/29～1/3 を除く）

午前８時３０分～午後４時

環境事業課

新聞、雑誌、ダンボー

ル、衣類・布類、飲料

用紙パック、ペットボ

トル

月曜日～金曜日

第１・３日曜

（祝日、12/31～1/3 を除く）

午前９時～正午、

午後１時～午後４時



８ 処理施設の状況

可燃系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力

西部クリーンセンター 連続焼却式焼却炉 ２４０ｔ/２４時間

クリーンセンターおおたか 連続焼却式焼却炉 １９５ｔ/２４時間

河芸美化センター 機械式バッチ炉 ２０ｔ/８時間

不燃系・資源系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力

白銀環境清掃センター 

ハンマーシュレッダー縦型

破砕機 
７５ｔ/日 

びん３色機械選別機 ３０ｔ/日 

ペットボトル圧縮減容、梱

包設備 
１２．５ｔ/日 

プラスチック圧縮減容、梱

包設備 
３４ｔ/日 

管理型最終処分場 
計画埋立容量 

1,570,000  

し尿処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力

安芸・津衛生センター
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１８８ｋｌ/日

クリーンセンターくもず
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１４０ｋｌ/日

※し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、区域指定された許可業者により行う。



津市告示第２００号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２３年８月１８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 １日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 １日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ８月 １日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ２日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ８月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ４日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ４日 

津市偕楽公園 １ 平成２３年 ８月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ８日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １４ 平成２３年 ８月 ９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月 ９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ９ 平成２３年 ８月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１２日 



津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２０１号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２３年８月１８日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１３２８５４７ 平成２２年１０月１日 平成２３年７月２０日

０１０５６８４ 平成２２年１０月１日 平成２３年７月２７日

９２０９８９４ 平成２２年１０月１日 平成２３年７月２７日



津市告示第２０２号 

 平成２３年第３回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２３年８月２２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２３年８月２９日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第２０３号 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）第１８条の２第１項の規定に

より、平成２３年４月１日津市告示第６５号において、別に定める日とされて

いる期日のうち、別紙に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を

有する者については、下記のとおり指定したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  平成２３年８月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記

 対象となる申告等の期限 指定する期日 

１

平成２２年度分

の給与所得に係

る個人の市民税

の特別徴収税額

の納入の期限 

平成２３年４月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年５月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年６月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

２

平成２３年度分

の普通徴収に係

る個人の市民税

の納期限 

第１期及び第２期 平成２３年９月３０日 

第３期 平成２３年１０月３１日 

第４期 平成２４年１月３１日 

３

平成２３年度分

の給与所得に係

る個人の市民税

の特別徴収税額

の納入の期限 

平成２３年７月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年８月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年９月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年１０月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年１１月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１１月１０日 



平成２３年１２月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１２月１２日 

平成２４年１月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年１月１０日 

平成２４年２月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年２月１０日 

平成２４年３月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２４年３月１２日 

  平成２４年４月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年４月１０日 

  平成２４年５月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年５月１０日 

４

平成２３年度分

の固定資産税及

び都市計画税の

納期限 

第１期 平成２３年９月３０日 

第２期 平成２３年１１月３０日 

第３期 平成２３年１２月２６日 

第４期 平成２４年２月２９日 

５

平成２３年度分

の軽自動車税の

納期限 

平成２３年９月３０日 

６

１の項から５の

項までに掲げる

期限以外の申告

等の期限 

平成２３年３月１１日から

平成２３年９月２９日まで

の間に期限が到来するもの 
平成２３年９月３０日 



別紙 

都道府県名 地   域 

 盛岡市 

 花巻市 

 北上市 

 久慈市 

 遠野市 

 一関市 

 二戸市 

 八幡平市 

 奥州市 

 岩手郡雫石町 

 岩手郡葛巻町 

 岩手郡岩手町 

 岩手郡滝沢村 

岩手県 柴波郡紫波町 

 紫波郡矢巾町 

 和賀郡西和賀町 

 胆沢郡金ヶ崎町 

 西磐井郡平泉町 

 東磐井郡藤沢町 

 下閉伊郡岩泉町 

 下閉伊郡田野畑村 

 下閉伊郡普代村 

 九戸郡軽米町 

 九戸郡野田村 

 九戸郡九戸村 

 九戸郡洋野町 

 二戸郡一戸町 

 仙台市 

 塩釜市 

 白石市 



 名取市 

 角田市 

 岩沼市 

 登米市 

 栗原市 

 大崎市 

 刈田郡蔵王町 

 刈田郡七ヶ宿町 

 柴田郡大河原町 

 柴田郡村田町 

 柴田郡柴田町 

宮城県 柴田郡川崎町 

 伊具郡丸森町 

 亘理郡亘理町 

 亘理郡山元町 

 宮城郡松島町 

 宮城郡七ヶ浜町 

 宮城郡利府町 

 黒川郡大和町 

 黒川郡大郷町 

 黒川郡富谷町 

 黒川郡大衡村 

 加美郡色麻町 

 加美郡加美町 

 遠田郡涌谷町 

 遠田郡美里町 

 福島市 

 会津若松市 

 郡山市 

 いわき市 

 白河市 

 須賀川市 



 喜多方市 

 相馬市 

 二本松市 

 伊達市 

 本宮市 

 伊達郡桑折町 

 伊達郡国見町 

 安達郡大玉村 

 岩瀬郡鏡石町 

 岩瀬郡天栄村 

 南会津郡下郷町 

 南会津郡桧枝岐村 

 南会津郡只見町 

 南会津郡南会津町 

 耶麻郡北塩原村 

 耶麻郡西会津町 

 耶麻郡磐梯町 

福島県 耶麻郡猪苗代町 

 河沼郡会津坂下町 

 河沼郡湯川村 

 河沼郡柳津町 

 大沼郡三島町 

 大沼郡金山町 

 大沼郡昭和村 

 大沼郡会津美里町 

 西白河郡西郷村 

 西白河郡泉崎村 

 西白河郡中島村 

 西白河郡矢吹町 

 東白河郡棚倉町 

 東白河郡矢祭町 

 東白河郡塙町 

 東白河郡鮫川村 



 石川郡石川町 

 石川郡玉川村 

 石川郡平田村 

 石川郡浅川町 

 石川郡古殿町 

 田村郡三春町 

 田村郡小野町 

 相馬郡新地町 



津市公告第１１８号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年８月１６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年８月１０日

２ 抑留期間 平成２３年８月１７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

江戸橋１丁目

マルチー

ズ

白 メス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１１９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年８月１６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年８月１２日

２ 抑留期間 平成２３年８月１９日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

高茶屋３丁目

雑種 茶 メス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１２０号

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

９条第１項及び第２項の規定により次のとおり公告します。

 なお、関係図面は、平成２３年８月１７日から２週間、津市下水道部下水道

政策課において一般の縦覧に供します。

  平成２３年８月１７日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 供用及び処理を開始する年月日

  平成２３年９月１日

２ 下水を排除及び処理する区域

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）         

高茶屋小森町の一部、高茶屋４丁目の一部、藤枝町の一部、美川町の一

部、大倉の一部、船頭町津興の一部、柳山津興の一部、垂水の一部、修成

町の一部、神納町の一部、八幡町の一部、下弁財町津興の一部、久居新町

の一部

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区）

一志町庄村の一部

 津市単独公共下水道（椋本処理区）

芸濃町椋本の一部

３ 供用を開始する排水設備の位置

  別図（供用開始区域）のとおり

４ 供用を開始する排水設備の合流式又は分流式の別

  分流式

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）

   津市雲出鋼管町５２番地の５

   雲出川左岸浄化センター

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区）

  松阪市高須町３９２２

  松阪浄化センター

 津市単独公共下水道（椋本処理区）



津市芸濃町椋本２５７６

 津市椋本浄化センター



津市公告第１２１号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２３年８月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定の年月日  

平成２３年８月１２日 

２ 指定道路の位置 

   津市安濃町東観音寺字北浦６４４番１ 

３ 指定道路の延長及び幅員 

延長 ４４．３メートル 

幅員  ６．０メートル 



















































































津市公告第１２３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年８月２２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年８月１８日

２ 抑留期間 平成２３年８月２５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

河芸町浜田

スピッツ 白 オス 中 ９１日

以上

首輪あり

２ 津市

南新町

チワワ 白黒 メス 小 ９１日

以上

３ 津市

栄町１丁目

雑種 茶 メス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１２４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、国土交通省中部地方整備局長より津

都市計画及び安濃都市計画下水道事業の変更認可に係る図書の写しの送付があ

りましたので、同法第６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供

します。

 平成２３年８月２２日

津市長 前 葉 泰 幸 

縦覧場所

  津市殿村５番地

  津市下水道部下水道政策課



津市公告第１２５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年８月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年８月２９日

２ 抑留期間 平成２３年９月５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

下弁財町

ミ ニ チ ュ ア

ダ ッ ク ス フ

ンド

茶 オス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局公告第１１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年８月２９日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

工 事 名
平成２３年度　工務第７号

公共下水道事業に伴う乙部地内配水管移設工事

工事場所 津市 乙部 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年８月２９日 工 事 担 当 課 工務課

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２４年１月１３日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ300mm　Ｌ＝53.6ｍ 仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所

配水管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝11.8ｍ 不断水仕切弁設置工　φ12"　Ｎ＝2箇所

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝21.1ｍ 不断水仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝1箇所

仕切弁設置工　φ300mm　Ｎ＝4箇所 舗装本復旧工　Ａ＝437ｍ2

仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝2箇所

【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年９月２０日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月７日

回 答 日 平成２３年９月１４日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年９月２２日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 27,562,000

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

0

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年８月２９日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第２２号
半田地内配水管布設工事(その２・仮設及び本設)

工事場所 津市 半田 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝5.4ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝3箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝22.5ｍ 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝17.0ｍ
仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝6箇所 不断水仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝1箇所

舗装本復旧工　Ａ＝1967ｍ2
工 期 契約締結の日から 平成２４年２月２９日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝379.4ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで
販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月７日
回 答 日 平成２３年９月１４日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年９月２０日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年９月２２日 午前１０時１５分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 32,494,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年８月２９日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝3箇所

工 事 名
平成２３年度　簡水第６号
八幡簡易水道配水管布設工事（その１）

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝396.5ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝9箇所　
配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝19.7ｍ 橋梁添架工　ＳＵＳ150Ａ　Ｌ＝50.1ｍ
仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝2箇所 橋梁添架工　ＳＵＳ100Ａ　Ｌ＝44.9ｍ

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月５日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝964.0ｍ 仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定
所在地要件 市内本店
格付要件 Ａ１

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで
販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月７日
回 答 日 平成２３年９月１４日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年９月２０日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年９月２２日 午前１０時３０分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 88,607,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２３年８月２９日 工 事 担 当 課 工務課

桝設置工　Ｎ＝7箇所

工 事 名
平成２３年度　簡水第９号

下之川簡易水道浄水場造成工事

工事場所 津市 美杉町下之川 地内 

ブロック積工　Ａ＝143ｍ2

側溝工　Ｌ＝60.1ｍ

排水管設置工　Ｌ＝56.1ｍ

工 期 契約締結の日から 平成２４年２月２７日 まで

発注業種 土木一式

工事概要

土工　切土　Ｖ＝1540ｍ3

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】美杉 【格付】Ｃ・Ｂ・Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】久居・一志・白山 【格付】Ｃ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月７日

回 答 日 平成２３年９月１４日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年９月２０日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年９月２２日 午前１０時４５分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 12,049,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

0



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２３年８月２９日 工 事 担 当 課 浄水課

工 事 名
平成２３年度　浄水第２６号

三雲浄水場２号表洗ポンプ取替工事

工事場所 松阪市甚目町 地内 

　ポンプ仕様：吐出量 5.1ｍ3／min 全揚程 33.5ｍ

２号表洗ポンプ揚水管取替　1本

　ステンレス管　口径200mm  長さ 7.3ｍ

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月２１日 まで

発注業種 機械器具設置

工事概要

２号表洗ポンプ　口径200mm　取替　1台

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

格付要件 なし

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

　過去１０年間において官公庁等が発注した工事（修繕を含む）で、元請として上水道施
設のポンプの製作又は据付の実績を有する者であること

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

年平均完成工事高を有すること（審査基準日　平成２１年１０月１日～平成２２年９月３０日）

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年９月２０日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月７日

回 答 日 平成２３年９月１４日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年９月２０日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年９月２２日 午前１１時００分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 8,694,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。



津市教育委員会告示第９号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２３年８月２４日

  津市教育委員会

                        委員長 中 野 吉 長

１ 招集の日時 平成２３年８月２５日（木）午後２時３０分から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１） 平成２３年度津市一般会計補正予算（第３号）＜教委所管分＞について

（２） 美里地域における小中学校の活性化に向けた取組について



津市選挙管理委員会告示第１１７号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２３年８月２６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第１１８号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。

  平成２３年８月２６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第１１９号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、別紙のと

おり選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

平成２３年８月２６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

             ２人      ０人       ２人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日   平成２３年８月２６日


